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「社協」とは、社会福祉協議会の略称です。
しゃきょう

共にささえあい　安心して心豊かに暮らせる　福祉のまち共にささえあい　安心して心豊かに暮らせる　福祉のまち共にささえあい　安心して心豊かに暮らせる　福祉のまち共にささえあい　安心して心豊かに暮らせる　福祉のまち



「共にささえあい　安心して心豊かに暮らせる　福祉のまち」
　⑵　歳末たすけあい募金運動
　　・地域でご協力いただいた募金は、その地域に住む支援の必要な世帯
　　　へ適正に配分
　　・色紙頒布会の開催（宝樹社提供の色紙等の売上げを募金）

４　天童市地域包括支援センター中央の運営
　地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、行政や医療、福祉等、様々な面から
高齢者やその家族を支援します。また、地域の関係者等とのネットワークづくりや市内のケアマネ
ジャー等の資質向上を目指します。（※担当エリア：天童中部・天童北部・津山・成生・山口・田麦野）
　⑴　高齢者の総合相談窓口
　　・高齢者や家族、地域住民の相談・支援
　　・民生児童委員等、地域ネットワークの構築
　⑵　地域の包括的・継続的な支援体制整備
　　・医療と介護の連携（東村山郡医師会・歯科医師会との連携による訪問診療の支援）
　　・地域の様々な機関や専門職の連携強化と資質向上
　⑶　高齢者の権利を守る事業
　　・消費者被害の防止対策の推進
　　・成年後見制度等の周知・利用支援
　　・高齢者虐待の早期発見、早期対応
　⑷　認知症施策の推進
・認知症カフェ「あったかフェ」の運営協力
・認知症サポーター養成講座（公民館等での認知症理解や対応方法の指導）

　⑸　介護予防・日常生活支援総合事業
　　・生活機能低下がみられる高齢者のサービス利用の支援
　　・さわやか健康教室（一般市民向けの介護予防の講座）〈本誌Ｐ.８掲載〉
　⑹　介護予防支援事業
　　・要支援の高齢者等のケアプラン作成
　⑺　すこやか訪問事業（介護保険の認定を受けていない75歳以上の高齢者単身世帯等への訪問相談）

５　介護サービス事業所の運営
　利用者一人ひとりが住み慣れた地域で、安心して自分らしく暮らしていけるように、利用者の持てる
力を活かした生活ができるよう支援します。
　⑴　天童市居宅介護支援事業所
　　・要介護、要支援等の認定を受けた方のケアプラン作成
　⑵　天童市訪問介護サービス事業所
　　・要介護、要支援の認定を受けた高齢者等への訪問介護事業　　
　　・障がい者等への居宅介護、重度訪問介護、同行援護等
　　・エンゼルサポーター派遣事業（双子以上を養育している保護者への支援）
　　・養育支援訪問事業（養育が適切に行われるよう保護者への支援）
　　
６　天童市総合福祉センターの管理・経営
　福祉事業や生きがいづくり等の活動場所として、誰もが利用しやすい施設を目指します。
　⑴　天童市総合福祉センターの良好な環境整備
　　・誰もが利用しやすい施設整備と経費節減に努めた経営
　　・消防総合訓練等、災害発生時等の対応確認や避難所開設への備え
　⑵　同好クラブ事業（囲碁・社交ダンス・手芸・俳句・将棋・民踊）
　⑶　地域事業等で利用する備品の貸出（車イス・テント・グラウンドゴルフ用具等）

▲募金活動

▲福祉学習

▲災害ボランティア
センター訓練　



令和元年度　社会福祉法人天童市社会福祉協議会　事業計画（概要）令和元年度　社会福祉法人天童市社会福祉協議会 事業計画（概要）

「共にささえあい　安心して心豊かに暮らせる　福祉のまち」「共にささえあい　安心して心豊かに暮らせる　福祉のまち」「共にささえあい　安心して心豊かに暮らせる　福祉のまち」
１　地域福祉事業・ボランティア活動の推進
　地域福祉活動の組織的、効率的な推進や福祉コミュニティーの実現を目
指します。また、社会福祉啓発を図り、担い手を育成します。
　⑴　地域福祉ネットワーク活動

・地域社会福祉協議会の支援・充実
・天童市福祉推進員活動の充実（地域の見守り活動等）
・いきいきサロン事業の充実・普及（高齢者等の仲間づくりや健康増進、閉じこもり防止）
・地域カフェ推進事業の実施（高齢者中心の集いの場）
・市内の社会福祉法人との協働・連携
・子育て支援事業（つどいや学習教室の実施）

　⑵　ボランティア活動の育成
・ボランティアセンター事業〈本誌Ｐ.７掲載〉
・災害ボランティアセンター設置運営訓練

　⑶　社会福祉啓発
・いきいき・ふれあい健康福祉まつり2019開催（令和元年10月10日～12日）
・ふれあいまちづくり講座開設〈本誌Ｐ.８掲載〉
・地域福祉活動計画の策定

　⑷　福祉人材の育成
・福祉のこころ実践校事業（小中学校の地域ぐるみでの福祉学習への支援）
・実習生の受入

　
２　様々な相談援助事業の実施
　多様な困りごとへの相談に対応し、適切な機関・サービスへとつなぎます。
　⑴　天童市生活自立支援センター
　　・生活困窮者の相談・支援
　　・福祉事務所やハローワーク等関係機関との連携
　⑵　天童市多機関協働支援センター〈本誌Ｐ.５掲載〉
　　・介護や育児、貧困等の複合的な問題を抱えたケースの相談対応
　　・各分野の相談支援機関の連携強化等によるネットワークの構築
　⑶　その他の相談援助事業の実施
　　・福祉サービス利用援助事業（判断能力が不十分な方への金銭管理等）
　　・天童市成年後見センター（成年後見制度の利用相談等）
　　・法人後見（法人としての成年後見人等就任）
　　・ささえあい相談所（無料法律相談）〈本誌Ｐ.５掲載〉
　　・生活福祉資金・たすけあい資金の貸付
　　・避難者生活相談支援事業（東日本大震災で避難している方への支援）
　
３　赤い羽根共同募金活動（天童市共同募金委員会）
　地域社会福祉協議会や町内会、嘱託員をはじめ地域の方々のご協力を得ながら、地域の特性を踏まえ
た積極的な共同募金運動を展開し、市内の福祉活動を支援します。
　⑴　一般募金
　　・学童保育所や保育園の施設整備や地域福祉事業等へ活用〈本誌Ｐ.６掲載〉

▲地域カフェ

▲子育てサロン

▲健康福祉まつり



令和元年度　社会福祉法人天童市社会福祉協議会予算令和元年度　社会福祉法人天童市社会福祉協議会予算
総合計予算額　２億1,342万2,000円総合計予算額　２億1,342万2,000円

いきいきネットワーク
推進事業
4,767（2.23%）

法人運営
25,240

（11.83%）

法人運営
25,240

（11.83%）

支　出
単位：千円

いきいきサロン・
地域カフェ事業
11,680（5.47%）

生活困窮者
自立相談支援事業
11,429（5.36%）
多機関包括的
支援事業
10,407（4.88%）

生活支援コーディネーター・
介護支援ボランティア活動事業
3,256（1.53%）
福祉サービス利用
援助事業
1,672（0.78%）
たすけあい資金
貸付事業
300（0.14%）地域包括

支援センター
中央事業
38,896

（18.22%）

市総合福祉センター
管理・経営事業
34,921（16.36%）

訪問介護サービス事業
18,193（8.52%）

障がい福祉
サービス事業
16,476（7.72%）

会費収入
11,500（5.39%）

寄付金収入
　　310（0.15%）

補助金収入
16,791
（7.87%）

受託金収入
110,387
（51.72%）

受託金収入
110,387
（51.72%）

貸付事業
収入

300（0.14%）

事業収入
610

（0.28%）

受取利息
配当金収入
9（0.00%）

介護保険
事業収入
54,250

（25.42%）

介護保険
事業収入
54,250

（25.42%）

障害福祉
サービス等
事業収入
14,940
（7.00%）

収　入
単位：千円

その他の収入
繰越金等

4,325（2.03%）

共同募金配分金事業
10,856（5.09%）

介護予防
支援事業
6,894
（3.23%）

法人後見事業
2,710（1.27%）

居宅介護支援事業
15,725（7.37%）



天童市多機関協働支援センター
　「天童市多機関協働支援センター」では、いろいろな問題を抱えて、どのように解決
すればよいか分からない、どこに相談したらいいか分からないといった、さまざまな
福祉問題について、制度や相談支援の分野を越えて、多機関の協働による支援体制の
構築を図ります。
［ご相談内容の例］
○介護サービスを受けている親と同居している。仕事が無くお金も無く借金をし
ながら生活しているので何とかしたい。
　○精神的な病気を患っており、借金の問題を抱えている。また、家族も別の病気
を抱えている。
　○自身や家族が、様々な生活のしづらさを感じているが、これまでどこにも相談
したことがない。
　○近所に心配な世帯が住んでいるが、どこに相談したらよいか分からない。

多機関協働支援センターでは多機関協働支援センターでは多機関協働支援センターでは
困りごとの確認や、
整理を行います。

問題の解決までの
流れを一緒に考え
ます。

様々な制度、サービ
スの調整、多機関に
よる支援体制の構築
を行います。

多機関の協働による
問題解決に向けた支援

●問合せ　電話 023-654-5156

弁護士による無料法律相談を実施しています（予約制）
日時　毎月第２水曜日（８月は第３水曜日）　午後１時30分～午後４時（30分ごと）
　　　７月10日、８月21日、９月11日、10月９日、11月13日、12月11日、１月８日、

２月12日、３月11日
申込　事前に電話でご予約ください。（電話023－654－5156）
内容　県弁護士会所属の弁護士が法律の相談にアドバイスします。
　　　・多重債務や金銭の貸借の問題　　・財産相続や土地の境界の問題
　　　・離婚、扶養等、家族の問題　等

ご相談くだ
さい



今年もつくりました
「地域で支える介護ガイドブック」
　天童中部地区の地域づくり委員会と地域社会福
祉協議会では、共同で介護ガイドブックを企画・
作成し、地区内の全世帯に配付しています。介護
保険や認知症の方の相談窓口を住民に身近な存在に
するために平成22年度から取組んでいるものです。
　平成30年度は、
介護予防事業や移
動支援の情報も盛
り込み、充実した
ガイドブックが出
来上がりました。
　ガイドブックが
欲しい方、興味が
ある方は、本会ま
たは天童中部公民
館（電話023－654－
2443）までご連
絡ください。

大型扇風機をいただきました
　４月７日、天童市連合婦人会より、天童市へ大
型扇風機３台を寄贈いただきました。天童市総合
福祉センターの屋内運動広場等で、熱中症を予防
し利用者が快適に過ごせるよう、大切に使わせて
いただきます。

　山形県共同募金会では、住民参加の福祉コミュニティーづくりのために、地域で活
躍している福祉ボランティア・NPO法人の事業を支援いたします。

　社会福祉法人、公益法人、NPO法人、ボランティア団体等の民間組
織団体。公費の補助、委託又は他の助成で行う事業は対象外となります。
　　
　令和２年度に実施する事業で、先駆的かつ多様な民間の社会福祉活動
及び活動の立上がりの時期を含む支援。運営費、人件費、備品購入は対
象外となります。
　　
　総事業費の４分の３の額とし、30万円を限度とします。ただし、事
業の実施に必要な資金のうち、配分を受ける者の負担すべき額を確実に
保有しなければなりません。
　　
　令和元年９月20日まで、山形県共同募金会天童市共同募金委員会
（電話023－654－5156）へ
　　
　地域社会福祉協議会等による「いきいきネットワーク事業」や「広報・
研修活動推進事業」、NPO法人やボランティア団体等が行う「ひきこも
り支援者養成事業」や「地域他世代交流」、「心のバリアフリー疑似体験セ
ミナー事業」等の地域福祉関係事業が対象となります。
　なお、昨年度に天童中部地域づくり委員会で作成した「認知症介護の
ためのガイドブック」も配分の対象となりました。

山形県共同募金会では、住民参加の福祉コミュニティーづくりのために、地域で活山形県県共共同募金金会会では、住住民参加加の福祉祉ココミュニニテティーづづくりのたために、地地域で活活
躍している福祉ボランティア・NPO法人の事業を支援いたします。躍躍しているる福福祉ボラランティアア・NPO法人人のの事業を支支援いたします。

共同募金は地域福祉・ボランティア活動を応援します！

１　配分対象者
　
　
２　配分の対象

　
　
３　配　分　額

　
　
４　配分の受付

　
５　事　　　例

ごごごご
とうががががががががががととととががあ
すすすすすすすすすいざざごごご いいござ

ご寄付
ありがとう
ございます
平成31年２月16日～
令和元年５月31日分

◆地域福祉推進のために
　匿名（５万円）



天童市福祉推進員のご紹介天童市福祉推進員のご紹介天童市福祉推進員のご紹介天童市福祉推進員のご紹介天童市福祉推進員のご紹介（敬称略）（敬称略）（敬称略）（敬称略）（敬称略）

詳しくは天童市社会福祉協議会地域福祉係へお問合せください。
いろいろなボランティアの情報もお待ちしています。
 （電話023－654－5156）

ボランティア相談・研修会等の案内

 ボランティア活動をしたい方やボランティアの協
力を得たい方へ、情報提供をしています。また、本
会へ登録した個人・団体には、イベント等での活動
の呼びかけや研修会等の案内を行っています。

ボランティア室・ロッカーの貸出し

　ボランティア登録団体には、市総合福祉セン
ターボランティア室を優先的に貸出ししていま
す。また、定期的にボランティア室等を使用する
団体には、ロッカーの貸出しも行っています。

ボランティア活動保険の加入受付

 活動中や移動時の事故によるケガや損害賠償
責任を補償します。
対　　象　無償のボランティア活動を行う個人・団体
金　　額　基本タイプ：Ａ350円・Ｂ510円
　　　　　天災タイプ：Ａ500円・Ｂ710円
補償期間　令和２年３月31日まで
★行事における事故を補償する「ボランティア
行事用保険」もあります。

　天童市社会福祉協議会では、ボランティア活動の啓発・推進を目的として、次のような
活動を行っています。
　天童市社会福祉協議会では、ボランティア活動の啓発・推進を目的として、次のような
活動を行っています。

ボランティアセンターからのお知らせボランティアセンターからのお知らせ

天童市ボランティア団体活動費助成事業

対　　象　天童市内で活動している福祉ボラン
ティア団体で要件を満たす団体

助成金額　総事業費の２分の１または２万円の
いずれか低い方（内容により決定）

締　　切　令和元年６月28日（金）
★その他各種団体からも助成事業が実施されて
います。詳しい要件等については社会福祉協
議会にて閲覧できます。



　天童市社会福祉協議会では、さまざまな特技や専門知識を持つ方々に講師登録していただき、
いきいきサロンや地域カフェ、町内会や小中学校等に派遣する「ふれあいまちづくり講座」を実
施しています。地域の行事や福祉学習の場で、ぜひご活用ください。また、講師も募集していま
すので、ご活躍いただける方は下記までご応募ください。
　　
《現在登録いただいている講座》
　◆楽しい時間を過ごすために
　　○音楽を使った健康づくり　○男声合唱団　○落語　○なつめろ　
　　○ギター・オカリナ・チェロ演奏　○昔語り　○マジック　
　　○民謡と三味線・尺八演奏　○がまの油売り口上　○踊り・唄・詩舞
　◆健康や趣味・福祉教育のために
　　○体力づくり教室　○軽体操指導　○健康講話　○押し花教室　
　　○健脳トレーニング　○折り紙教室　○食生活相談・料理教室　
　　○編み物・パッチワーク講座　○絵手紙教室　○着物着付け　
　　○福祉講座（点字・手話）　○パソコン活用サポーター

　　問合せ　　天童市社会福祉協議会　地域福祉係
　　　　　　　（電話　023－654－5156）

さまざまな特技や専門知識を持つ方々に講師登録していただき、議会では、ささま議会では さ

ふれあいまちづくり講座
サロンなどで
ご活用ください！

オカリナ演奏

音楽を使った健康づくり

ハッピーマジック

さわやか健康教室のご案さわやか健康教室のご案内さわやか健康教室のご案さわやか健康教室のご案内さわやか健康教室のご案内


